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【最新情報12月号　トピック一覧】
＊文部科学省

・スポーツを行う者を暴力等から守るための第三者相談・調査制度の構築に関する実践調査研究協力者会議（第4回）　配付資料（12月20日）

・平成２５年度学校基本調査（確定値）の公表について（12月20日）

＊国立教育政策研究所

・「生徒指導リーフ　増刊号」いじめのない学校づくり　「学校いじめ防止基本方針」策定　Q&A（12月3日）

＊警察庁

・犯罪統計資料（2013年1月～11月）（12月12日）

・第１回「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する有識者検討会」資料１（12月17日）

＊朝日新聞

・社説　国際学力調査　子どもの力を信じよう（12月4日）

・TOPICS／子ども虐待、社会的損失は年１．６兆円　家庭総研まとめ（12月9日）

・いじめ防止、自ら動く　各地で解決に向け模索続く（12月11日）
・いじめ把握、最多１９．８万件　１２年度小中高、前年調査の２．８倍（12月11日）

・いじめ件数把握、自治体で大差　無記名式で３万件／聞き取りで２００件　問題行動調査（12月11日）
・（私の視点）児童自立支援施設　入所児の実情に合う教育を　小林英義（12月13日）
・カッとなっても６秒待って　体罰予防へ、教員が訓練（12月18日）

・児童相談所職員に弁護士　和歌山県が公募（12月19日）
＊徳島新聞

・協調性育成や相談体制強化　県教委、いじめ防止方針案示す（12月25日）

＊読売新聞

・検察から児相へ情報伝達可能・・・法務省見解（12月9日）

・小中高で19万8千件のいじめ把握・・・過去最多（12月11日）

・わいせつ行為が最多・・・昨年度懲戒免職の公立教員（12月18日）

・体罰防止「コーチング」脚光（12月22日）

・SNS中傷に危機感、悩む教師・・・山形の中学ルポ（12月27日）

・5校が体罰を報告せず・・・大阪市教委が処分検討（12月28日）

＊産経新聞

・「いじめ」の判断、各県ばらつく　専門家「軽微でも放置すれば重大に」（12月10日）

・いじめ「ヒヤリ・ハット事例」伝えるルート必要　千葉大・藤川大祐教授（12月10日）
・学校のいじめ過去最多２０万件　児童にストレス、被災３県急増（12月10日）
・「子供の幸福度」日本６位　「教育」は１位　ユニセフ初のランク、アジアで唯一（12月25日）
・増加する強姦、強制わいせつ…壮絶被害に遭った読者から届いた悲痛な叫び（12月28日）

＊文部科学省

・スポーツを行う者を暴力等から守るための第三者相談・調査制度の構築に関する実践調査研究協力者会議（第4回）　配付資料（12月20日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports/020/shiryo/1342651.htm
・平成２５年度学校基本調査（確定値）の公表について（12月20日）

在学者数等の確定値が公表されました。

在学者数

①小学校は６６７万７千人で，前年度より８万８千人減少し，過去最低を更新。
②中学校は３５３万６千人，高等学校は３３２万人で，前年度より微減。
③特別支援学校は１３万３千人で，前年度より３千人増加し，過去最高を更新。
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2013/12/20/1342607_1.pdf
＊国立教育政策研究所

・「生徒指導リーフ　増刊号」いじめのない学校づくり　「学校いじめ防止基本方針」策定　Q&A（12月3日）

http://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaves1.pdf
＜上記の解説＞
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国立教育政策研究所は、「いじめ防止対策推進法」の施行により学校に求められている「学校いじめ防止基本方針」の策定のための解説書として「いじめのない学校づくり『学校いじめ防止基本方針』策定Q＆A」を作成。12月上旬に全国の小中学校、高校に配布する。　同研究所では、平成24年から生徒指導に関して十分に説明されてこなかった事柄や新しい概念、手法などについて、解説や提案を行う生徒指導リーフシリーズを作成している。2013年9月28日に「いじめ防止対策推進法」が施行されたことから、増刊号の「いじめのない学校づくり『学校いじめ防止基本方針』策定Q＆A」を作成。すべての学校がいじめ防止の体制を構築するための解説書になっている。

　資料では、「学校は、何を、いつまでに、行う必要があるのか？」「いじめの未然防止のための取り組みを、どのように考え、どのように進めていくのか？」「早期発見を、どのように考え、どのように進めていくのか？」「発見したいじめに対する対処を、どのように考え、どのように進めていくのか？」「学校基本方針策定の手順と組織のつくり方」の5つの項目で構成。具体的な例やアドバイス、重大事態対応のフロー図なども載せられている。

　「早期発見を、どのように考え、どのように進めていくのか？」については、早期発見の基本は児童生徒のささいな変化に気づくこと、気づいた情報を確実に共有すること、情報にもとづき速やかに対応することと明記。気になる変化や行為については5W1H（いつ、どこで、だれが、だれと、何を、どのように）を付箋紙などに簡単にメモし、職員がいつでも共有できるようにしておく。暴力的な行為や「暴力を伴ういじめ」を目撃した場合は速やかに止めることを最優先する。

　「発見したいじめに対する対処を、どのように考え、どのように進めていくのか？」については、いじめの疑いがあるような行為が発見された場合、いじめ対策のための「組織」が、いじめとして対応するべき事案か否かを判断し、いじめであると判断されたら、被害児童生徒のケア、加害児童生徒の指導など、問題解決までこの「組織」が責任を持つ。

　「組織」は、教職員の共通理解と意識啓発、個別面談や相談の受け入れ、およびその集約などの責任者となれる者を構成員として設置する。定期間終了後は「取り組み評価アンケート」などを実施し、検証と見直しを行う。

　また、「学校基本方針」とは、文字通りの方針というより、学校のいじめに対する「行動計画」に近いものと考えられ、教職員全員が意識や理解を共有する機会にしてほしいとアドバイス。教職員の「温度差」があると、個々の教師の異なる理解や認識にもとづいて勝手な判断や行動で、小さなトラブルが深刻ないじめへとエスカレートするかもしれない。これまでの学校の方針や取り組みを見直し、すべての教職員が組織的・計画的にいじめに取り組む学校体制を構築していくことが望まれる。

　配布は12月上旬に、公立学校分は各都道府県・政令指令都市教育委員会あてに、国立学校分は各国立大学あてに、私立学校分は各都道府県私立学校担当課あてに、小学校、中学校、高校、中等教育学校、特別支援学校（幼稚部をのぞく）分を配布し、あわせて同研究所のホームページに掲載する。
＊警察庁

・犯罪統計資料（2013年1月～11月）（12月12日）

http://www.npa.go.jp/toukei/keiji35/hanzai.htm
・第１回「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する有識者検討会」資料１（12月17日）

http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/1/siryou.pdf
＊朝日新聞

・社説　国際学力調査　子どもの力を信じよう（12月4日）

　もう少し子どもたちの力を信じよう。日本の子どもの学力は国際的にみて高い。足りないのは自信である。
　世界６５の国と地域が参加した国際学力調査ＰＩＳＡ（ピザ）の成績が公表された。日本の高校１年生は、読解・数学・科学３分野とも、順位と得点が向上した。課題だった学力の上下格差も、改善の傾向にある。

　弱点ははっきりしている。以前よりはよくなったが、相変わらず自信がないことだ。

　試験を受けた生徒へのアンケートによれば、日本は実際は数学が世界７位なのに、「数学の授業についていけないのでは、とよく心配になる」子が多く、自分は「成績がいい」と思う子はとても少ない。

　好成績の割には、答えを書かずに失点する割合も高い。ダメでもともと、できるかもしれないから解いてみるという積極性に欠けるようだ。

　謙虚さは成長に大切だし、謙譲を尊ぶお国柄もあろうが、過ぎたるは及ばざるがごとしだ。「社会に出て、先生がいなくなっても自分を高められるかどうかは、前向きに学ぶ心の有無にかかっている」と、ＰＩＳＡの分析担当者は指摘する。

　近年、日本の子どもたちは「学力が下がった。規範意識が低い」と言われ続けてきた。

　首相きもいりの教育再生実行会議が２月に出した提言に、象徴的な一節がある。

　「陰湿ないじめが相次ぎ、世界に伍（ご）していくべき学力の低下などが危惧される中、教育の再生は我が国の最重要課題となっています」

　「誇りある日本」を説く割には、次代を担う子どもたちに対して悲観的すぎないか。

　引き金の一つは、２００３年の第２回ＰＩＳＡで日本が急落したことだった。学力低下批判に油を注ぎ、「脱ゆとり教育」への転換を決定的にした。

　だが、０９年に続き、これで２回続けて成績は上がった。学力向上策の成果もあるかもしれないが、そもそも「不振」とされた時期でも、数学や科学は先進国の中では上位だった。

　規範意識も、そんなに低いか疑問だ。今回の調査では、日本は遅刻や授業のサボりが参加国で最も少ない。政府調査や統計で、いじめの被害経験や少年犯罪の動向をみても、悪化しているとは言いがたい。

　勉強ができない、だらしないと怒られ続けて、できるようになる子は少ない。どうすれば子は自信を取り戻し、力が伸びるか。まずは大人が色眼鏡で見ないことから心がけたい。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201312030553.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201312030553
・TOPICS／子ども虐待、社会的損失は年１．６兆円　家庭総研まとめ（12月9日）
子ども虐待によって生じる社会的な経費や損失が、２０１２年度で日本国内では少なくとも年間１兆６千億円にのぼるという試算を、日本子ども家庭総合研究所の研究員がまとめた。子ども虐待の社会的コストは欧米では公表されてきたが、日本では初めて。
　試算したのは、和田一郎・主任研究員。社会的コストは、（１）虐待に対応する児童相談所や市町村の費用、保護された子どもが暮らす児童養護施設などの直接費用（２）虐待の影響が長期的にもたらす生産性の低下などの間接費用の二つに分けられ、直接費用は１千億円にとどまった。

　間接費用としては、自殺による損失▽精神疾患にかかる医療費▽学力低下による賃金への影響▽生活保護受給費▽反社会的な行為による社会の負担――など様々な項目について、他国の研究事例を参考にしながら推計した結果、社会的損失は計１兆５３３６億円になった。

　適切な対応をしないと、子ども虐待は社会に大きな負担をもたらすことが浮き彫りになった。

　米国の研究では、０７年の同国での社会的コストは直接費用が約３兆３千億円（１ドル１００円で計算）で、間接費用が約７兆円と算出されている。また、オーストラリアでは１２年、政府機関が直接費用を年約３千億円（１豪ドル１００円で計算）と公表している。

　今回の試算で、日本の２倍の人口の米国、５分の１のオーストラリアと比べた場合、日本の直接費用が少ないことがわかる。

　和田さんは「日本は虐待を受けた子どもにお金をかけていないということ。子ども虐待に予算や人員をかけることが結果として、将来の膨大な損失を防ぐということを理解してほしい」と話す。

　また、日本では長期的な虐待影響調査などが乏しく、データが不十分なため、慎重を期すために各項目は最も過小な値で算出したという。和田さんは、「今回の数値は最低限のもの」としている。

　１２年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待の相談件数は６万６８０７件。厚生労働省によると、年間約１００人の子どもが死に至り、家族と一緒に暮らせないなど施設や里親のもとで生活している子どもは約４万７千人に及ぶ。

　　　　　◇

　〈山梨県立大の西澤哲教授（臨床福祉学）の話〉　今後の検討の土台にすべき研究だ。子ども福祉の貧困が将来的に社会へのダメージを増大させていることがわかる。虐待を受けた子どもがその後、納税者になるのか、生活保護を受給したり刑務所に入ったりして税金を使う側の存在になるのかで大きな差になる。政策立案者はこの数字の意味を正面から受け止めてもらいたい。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201312090315.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201312090315
・いじめ防止、自ら動く　各地で解決に向け模索続く（12月11日）
[image: image2.jpg]SPRTD
LU HIBEHR
()

oL (EE)  eTRiEEE
2006 07 08 09 10 11 12



文部科学省の問題行動調査でのいじめ件数の推移 
　全国の学校で約２０万件のいじめを把握できたのは、小さな「芽」も見逃すまいと把握方法を改善したためとみられる。次は何をすればいいか。各地でいじめ解決に向けた模索が続く。▼１面参照

　■生徒　講習受け運動

　「男子が上履きを投げ合っていました」「筆箱を隠された人がいる」……。

　東京都世田谷区の桜木中学校（生徒数１７６人）。毎週金曜の昼休み、いじめ防止役を担う３２人の「スクールバディ」が、クラスの様子を報告する。

　桜木中は７年前、ＮＰＯが開発したいじめ防止プログラムを導入。そこに組み込まれているのが「仲間」を意味するバディだ。１年時にいじめられた子の気持ちを考える講習を受け、なりたい人を募る。アンケートや孤立している子への声かけなどを通じ、いじめの発見と解決につなげる。

　３年の落合史織さん（１４）はクラスになじんでいない生徒が気になり、バディになった。「クラスにバディが複数いるので、誘い合って声をかけられる」

　今月は、いじめになりかねない日常的な場面について考えてもらうための劇を制作中。区は２０１５年度までにこうしたスクールバディの活動を２９の全区立中学校に広げる方針だ。

　■教員　子の特徴共有

　横浜市教委は、子どものコミュニケーション能力をクラスごとに図表化し、パソコン画面で一覧できるソフトを開発し、１３年度に市内の小中学校などに導入した。支援が必要で、いじめに巻き込まれやすい子が一目でわかる。情報は教職員だけで共有する。

　図の縦軸は「自己表現」がうまくできるかどうか、横軸は「他者への配慮」ができるかどうかを表す。両方得意な子ほど画面の右上、両方苦手な子ほど画面左下に配置される。

　市立鶴見小（児童数６７０人）では、児童の特徴を図に落とす検討会議に他学年の教員も参加。図には顔写真を配置しているため、児童の顔と名前を一致させることもできる。担任が把握できていない児童の様子も伝え合う。児童支援専任教諭の松本必子（さだこ）教諭（５６）は「支援が必要な子への対応を特定の教諭が抱えこむのを防ぎ、学校全体で取り組む態勢と雰囲気ができた」。

　■市　条例で通報義務

　いじめ防止条例を持つ岐阜県可児市。市民に対しても、通報を努力義務としている。昨年１０月、弁護士や臨床心理士ら４人からなる「いじめ防止専門委員会」を立ち上げ、今年１１月末までに５６件の相談・通報があり、４３件を解決した。市民や交通指導員などから「子どもの様子が変だ」といった通報が増えてきたという。

　■前兆見つけたら予防を

　＜小林正幸・東京学芸大教授（教育臨床心理学）の話＞　いじめの認知が進んだことは歓迎したい。件数の増加は、いじめを課題と考えて子どもとかかわるようになってきたとみるべきだ。認知件数が多い県でいじめが多いわけではない。情報を公開して解決しようという姿勢の表れだろう。

　国際的にみて、日本のいじめは発見率は低いが、発見した場合の解決率は高い。仲がいい子同士で起きやすいため加害者が見えにくい一方、教員などが介入すれば解決しやすい。兆しを発見したら、本格的ないじめになる前に予防プログラムを実施してほしい。

　■悩む教師、孤立防げ

　《解説》２０１２年度に学校が確認したいじめが、過去最多の約２０万件に達した。軽微な事案ばかりではない。「金品を壊されたり捨てられたりする」「ひどい暴力」「金品のたかり」なども前年度の３倍超。ひどいいじめも、より多く把握できたことがうかがえる。

　アンケートの回数を増やすなどして新たな事案を掘り起こせたというが、過去には件数が急増した翌年から激減してきた。調査手法の工夫など「慣れ」を防ぐ対策が必要だ。

　把握の次は解決力が問われる。だが、いじめ問題に取り組むＮＰＯ法人・ジェントルハートプロジェクト（川崎市）の教師約３００人への調査では、解決に自信のある人は３割のみ。大津市の自殺事件では教師間の連携不足が指摘された。

　悩む教師が１人で問題を抱え込み、事態を悪化させるケースは珍しくない。防ぐには、子どもの異変に関する情報や悩みを共有できる組織作りが有効だ。書類作成や過度な研修より、教師同士の相談時間を確保してほしい。それも、いじめ対策のはずだ。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201312100701.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201312100701
・いじめ把握、最多１９．８万件　１２年度小中高、前年調査の２．８倍（12月11日）
全国の国公私立の小中高校や特別支援学校で２０１２年度、１９万８１０８件のいじめを確認したことが文部科学省の問題行動調査で分かった。１１年度の２・８倍で、１９８５年度の調査開始以降最も多い。いじめを確認した学校の方が多かったのは６年ぶり。大津市の自殺事件で大きな社会問題になり、学校などが早期把握に取り組んだ結果とみられる。
　急増について、文科省の担当者は「いじめ自体の増加というより、学校が確認に努め、実態に近づいたのでは」と言う。ただ、件数の地域差は大きく、どこまで実態が反映されたか疑問もある。一方、いじめを解決できた割合は前年度より９ポイント高い８９％だったが、残る１割は未解決だった。

　内訳は、小学校１１万７３８３件（前年度比３・５倍）、中学６万３６３４件（同２・１倍）、高校１万６２７４件（同２・７倍）など。学年別では多い順に（１）中１＝２万９５７４件（２）小４＝２万１９１３件（３）中２＝２万１８０２件。

　いじめ行為の内容は、多い順に（１）冷やかし・からかい・悪口など＝１２万７３０５件（２）軽い暴力＝４万２３１０件（３）仲間外れ・集団無視＝４万２２８３件など（複数回答可）。いじめを確認した学校は５７％（前年度３８％）。このうちいじめ把握のためのアンケートをしたのは９７％、個別面談したのは８４％で、いじめが確認されなかった学校より４～５ポイント高かった。

　都道府県別でみると、３１都府県で確認件数が前年度の２倍を超えた。鹿児島は全国最多の３万２１６７件で、前年度の８１倍。奈良、和歌山、京都でも２０倍を超えた。一方、最少の佐賀は２０７件にとどまるなど、大きな地域差が出た。把握方法や、どこからをいじめと認めるかの違いが影響したようだ。

　小中高校の自殺者数は１９６人（前年度比６人減）で、そのうちいじめが原因とわかっているのは６人（中学５人、高校１人）、原因不明が９６人にのぼる。自殺者数は学校や保護者の申告で集計したため、警察庁調査（１２年）より１４０人少なかった。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201312100601.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201312100601
・いじめ件数把握、自治体で大差　無記名式で３万件／聞き取りで２００件　問題行動調査（12月11日）
鹿児島県は約３万件、佐賀県は約２００件。都道府県ごとのいじめの確認件数の大きな差は、どこからをいじめとするかを判断する難しさも物語る。
　認知件数が全国最多だった鹿児島県は、前年度の８１倍となる３万２１６７件のいじめを確認した。２０１１年度までは各校が独自アンケートでいじめを把握していたが、子どもが答えやすい具体的な質問を記した統一アンケートに切り替えたことで急増した。

　無記名式。自分へのいじめについて「冷やかし、悪口」「仲間はずれ、無視」など具体例を９項目示し、それぞれに「今も続いている」「あったが今はない」「ない」の３項目いずれかに○をつけて回答する。「ない」以外をいじめの件数として数える。

　県教委は「いじめの発生件数が増えたのではなく、これまで非認知だった軽微な事案まで把握できた」と肯定的にとらえる。

　和歌山県は、１２年度上半期２５６件だったのが、１年間では１０倍近い２３７９件に膨らんだ。昨夏以降、子どもが嫌な思いをした場合はすべていじめに加えることを徹底。県教委の生徒指導担当が全県立学校と市町村教委に出向き、教員が「ささいな冷やかし」と判断した場合でも、いじめ件数に加えた。

　一方、全国最少の２０７件だった佐賀県。学期ごとのアンケートでいじめの疑いがあった場合、複数の教員による調査委員会を設置。被害を受けた子どもの聞き取り調査を通し、いじめか否か判断するという。県教委は「芽の段階で解決策を探ることができる」とするが、佐賀大の松下一世教授（教育学）は「深刻化したものしか数えられていないのではないか」。

　■２０１２年度のいじめの認知件数
〈ａ〉小学校

〈ｂ〉中学校

〈ｃ〉高校などを含めた全体

〈ｄ〉１千人当たり

　　　　＊

　　　　　　〈ａ〉　　　〈ｂ〉　　　　〈ｃ〉　　　〈ｄ〉

北海道　　１６８４　　２１９２　　　４９７８　　　９．０

青森　　　　４１４　　　６５２　　　１１８１　　　７．８

岩手　　　１４６９　　　６１０　　　２３３３　　１６．２

宮城　　　８３７７　　１９８４　　１０６９９　　４２．０

秋田　　　　４８６　　　５０４　　　１３１０　　１２．２

山形　　　　１７８　　　２００　　　　５７６　　　４．５

福島　　　　２８３　　　３０６　　　　７４６　　　３．４

茨城　　　３０５８　　１９４８　　　５２２８　　１５．７

栃木　　　１２４０　　１０２９　　　２４７７　　１１．０

群馬　　　　９２１　　　５３９　　　１８６６　　　８．２

埼玉　　　１１２８　　１８９７　　　３４１８　　　４．５

千葉　　１４２０４　　６０５８　　２１０２８　　３２．２

東京　　　７２５７　　４６６０　　１２３４１　　１０．０

神奈川　　３９４１　　３０３７　　　７３６４　　　８．０

新潟　　　　７４３　　　７０９　　　１６７３　　　６．６

富山　　　　３８０　　　３１６　　　　７８２　　　６．６

石川　　　　７７２　　　４７８　　　１４４１　　１１．０

福井　　　　６０２　　　４６８　　　１２３６　　１３．２

山梨　　　１８３５　　１５８４　　　３５８７　　３５．９

長野　　　　９０７　　　８５０　　　１９６０　　　８．０

岐阜　　　１８５９　　１４５５　　　３６５３　　１５．３

静岡　　　３０９４　　３１５２　　　６６７６　　１６．０

愛知　　　７１３６　　４７３４　　１２２４７　　１４．５

三重　　　　９９３　　　６６１　　　１８０９　　　８．７

滋賀　　　　４３９　　　３３４　　　　８９３　　　５．３

京都　　　６３００　　２７０６　　　９５７５　　３３．９

大阪　　　２７６１　　２１００　　　５２６５　　　５．５

兵庫　　　１８６１　　１２４３　　　３６１９　　　５．８

奈良　　　４７６８　　２２７８　　　７５３２　　４７．８

和歌山　　１６１３　　　４９８　　　２３７９　　２１．２

鳥取　　　　１３２　　　１４７　　　　３１３　　　４．８

島根　　　　２１５　　　１４６　　　　４７３　　　６．１

岡山　　　　５０９　　　６６３　　　１７６０　　　８．０

広島　　　　６３３　　　６５６　　　１４３６　　　４．６

山口　　　　２６４　　　４１２　　　　８３５　　　５．５

徳島　　　　３５９　　　３９６　　　　７８２　　　９．５

香川　　　　　７０　　　２０９　　　　３６０　　　３．３

愛媛　　　　２２３　　　４６８　　　　７９６　　　５．１

高知　　　　２０１　　　４２１　　　　６８９　　　８．７

福岡　　　　４３１　　　６８８　　　１３７９　　　２．５

佐賀　　　　　３１　　　　８５　　　　２０７　　　２．０

長崎　　　１０５０　　　６２４　　　２０４６　　１２．５

熊本　　　３８６４　　１３４９　　　５９７３　　２９．１

大分　　　２３５４　　１１１９　　　３７３９　　２８．９

宮崎　　　１０５８　　　３３８　　　１７２１　　１３．０

鹿児島　２２５１１　　６２３０　　３２１６７　１６６．１

沖縄　　　２７７５　　　５０１　　　３５６０　　１７．８

――――――――――――――――――――――――――――

計　　１１７３８３　６３６３４　１９８１０８　　１４．３

　（文部科学省の問題行動調査から。全体の件数は高校と特別支援学校を含む）

http://digital.asahi.com/articles/TKY201312100567.html?_requesturl=articles/TKY201312100567.html&ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201312100567
・（私の視点）児童自立支援施設　入所児の実情に合う教育を　小林英義（12月13日）
　不登校やいじめなど、学校教育を巡る課題が山積しているが、私は、児童自立支援施設に設けられている「もうひとつの学校」について述べてみたい。
　この施設の対象は、児童相談所や家庭裁判所によって「不良行為をなし、又（また）はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する」と判断された子どもたちだ。各都道府県に設置義務が課せられ、全国で約１８００人が生活する。生活と教育を同一敷地内で営むところに施設理念がある。

　１９９７年の改正児童福祉法によって、戦後はじめて、ほかの児童福祉施設と同様、入所児に就学義務が課せられ、施設内で分校や分教室による学校教育が実施されることになった。しかし施行後１６年を経過したが、実施率は約８４％にとどまる。せっかくの教育保障規定も道半ばである。

　私は最近、施設内で学校教育を担当する教員への聞き取り調査を行い、実施形態や内容について貴重な提言を得た。そこから今後の方向性について提起したい。

　入所児は、以前通学していた小中学校では「５分と机に座ることができない」「いままで鉛筆を手にしたことがない」など、ともすれば学習以前の課題がある。劣悪な成育環境から非行や被虐待をはじめ、様々な問題を抱えて入所すると、総じて一般学校の教育課程では授業についていけないことが多い。また特別支援を要する子の増加を考えると、それを適用することが必ずしも教育保障にはつながらないと教員は訴える。

　ある分校の教頭は「一般学校の教育課程をそのまま適用するのは無理がある。公教育が入ったことで、むしろ施設の良さを損ねはしないのか。法改正の意味はなんだったのか」と苦言を呈する。

　児童福祉法の改正時に当時の厚生省と文部省は、各都道府県の教育委員会と施設側に教育内容の判断を一任し、全国的なガイドラインを示さなかった。それが今も尾を引く。一方、福祉と教育の両面が重なり合う施設の現場では「教育保障＝学習指導要領の順守」というしばりに苦慮している。

　この現状に対応するには、学校教育法

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/施行規則.html" \o "施行規則のトピックスを開く" 施行規則において特別支援学校や研究指定校に認められている教育課程の弾力的運用を、施設内の学校教育についても認める方向で文部科学省と厚生労働省が早急に協議するべきである。

　かつて施設の子の教育保障が進まない状況で「文部省の回避」「厚生省の傍観」と揶揄（やゆ）された当時と同じ状況になることを危惧する。このままではせっかくの教育保障が「絵に描いた餅」になる。

　（こばやしひでよし　東洋大学ライフデザイン学部教授〈子ども支援学〉）

http://digital.asahi.com/articles/TKY201312120490.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201312120490
・カッとなっても６秒待って　体罰予防へ、教員が訓練（12月18日）

体罰をした教員を処分するだけでは、問題の解決にならない――。そう気づいた学校や教育委員会は、教員が抱く「怒り」をコントロールして予防につなげる試みを始めている。▼３面参照
　それは、「６秒ルール」と呼ばれる。

　反抗的な生徒にカッとなったとき、反射的にたたいたり、暴言を吐いたりしないで、６秒待つ。すると冷静になって、本当に伝えたい言葉が出てくる。

　「アンガーマネジメント」（怒りのコントロール）と呼ばれる米国生まれの手法を茨城県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/土浦市.html" \o "土浦市のトピックスを開く" 土浦市立都和（つわ）中学校の学年主任、宇津木千恵美教諭（４９）が知ったとき、「教育現場が変わるんじゃないか」と思った。「授業中に邪魔をする生徒を注意する際に、６秒ルールを使ってみたい」

　■衝動収まる時間

　社団法人「日本アンガーマネジメント協会」の安藤俊介代表理事（４１）によると、「６秒」は、怒りの衝動が収まる時間の目安。その間に、本当に必要な怒りとそうでない怒りとの線引きをして、取り返しのつかない体罰を防ぐ。都和中では今夏、全教職員が同協会の研修を受けた。

　■まとめ役を養成

　「保護者にも体罰を容認する雰囲気があり、『体罰はいけない』と言うだけでは防げない」。そう思った斎藤浩一校長が安藤代表理事に依頼した。来月、宇津木教諭ら教員２人にはアンガーマネジメントを指導できるファシリテーター（まとめ役）養成講座を受けてもらう。校内で日常的に、怒りをコントロールする訓練を行う予定だ。

　体罰が日常的に起きていることは文部科学省の調査からもわかる。体罰の場面は「授業中」（３３・３％）が最多で、「部活動」（２７・９％）が続く。場所も「教室」（３７・３％）が最多で、次が「運動場・体育館」（３３・９％）だ。

　岩手県教委も「従来とは違うアプローチ」を求めて、アンガーマネジメントに注目する。従来は教職員の倫理観や規範意識に訴える研修をしていたが、限界も感じていたという。１１月には職員２人がファシリテーター養成講座を受講。３年計画で、全県の中高教員を対象に研修を開く。

　今年２月に、相談を２４時間受け付ける「体罰１１０番」を設置した石川県教委も、６人程度のファシリテーターを養成する方針だ。同県では部活動の指導者に対しても、「精神論」ではない科学的・技術的な根拠に基づく指導法を伝える研修を用意している。
http://digital.asahi.com/articles/DA2S10885596.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA2S10885596
・児童相談所職員に弁護士　和歌山県が公募（12月19日）
年々増加し、深刻化している児童虐待の相談に対応するため、和歌山県は来年度から県子ども・女性・障害者相談センター（児童相談所）に弁護士を職員として採用する。公募を始めており、すでに応募もあるという。日本弁護士連合会によると、全国の都道府県では初めての取り組みで、政令指定都市を含めると福岡市に次ぎ２例目という。
　県こども未来課によると、児童相談所が子どもの一時保護や家庭訪問する際に、弁護士は保護者側の対応にあたるほか、職員からの法的相談なども担当するという。これまでも１カ月に１、２回、外部の弁護士による「法律相談」はあったが、常駐勤務とすることで職員の精神的な負担を軽減する狙いもあるという。

　日弁連によると、福岡市の事例では、親の権利を主張して児相の関わりを拒絶する保護者も、弁護士が法的な説明をすることで冷静に話を聞く態度に変わったことなどが報告されているという。

　県内では、一時保護の措置が解除され、乳児院から自宅アパートに戻った直後の今年７月に２歳の長男が死亡した虐待容疑事件が和歌山市内で起きたことを受け、県は児相の対応や判断が適切だったかどうかの検証を検証委員会で進めている。同課の岡本勝年課長は「弁護士の常駐については以前から児相の要望が出ていた。検証結果を待つだけでなく、今できる範囲で変えられる部分はやっていきたい」と話す。

　仁坂吉伸知事は「措置命令を出しても、『法律違反だ』『親権の妨害だ』などという話が保護者から出てくる。こちらも権限を行使するだけでなく、法的な説明をしっかりできる態勢を整えたい」としている。

　公募の条件は、２年以上の実務経験がある弁護士の有資格者で、児童の権利や児童虐待に関する業務に携わった経験があること。採用人数は１人で、任期は２年（更新で最長５年）。月給は３２万円程度。募集期間は来年１月６日まで。問い合わせは県こども未来課（０７３・４４１・２４９０）へ。

http://digital.asahi.com/articles/ASF0OSK201312190035.html?_requesturl=articles/ASF0OSK201312190035.html&ref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASF0OSK201312190035
＊徳島新聞

・協調性育成や相談体制強化　県教委、いじめ防止方針案示す（12月25日）

徳島県教委は２４日、いじめ防止のために策定する基本方針の骨子案を、県庁で開いた「健全な成長をめざす生徒指導の在り方検討委員会」で示した。２０１３年度中に決定し、県内の小中高校などに示す。
　骨子案は７章で構成。県の対策をまとめた章には、子どもの自律性・協調性を育てる予防教育の充実や学校カウンセラーによる相談体制の強化など１４項目を盛り込んだ。学校には教職員間の情報共有や定期的なアンケートの実施などを求めた。
　基本方針の策定は９月に施行されたいじめ防止対策推進法に基づく。各学校は方針に沿って、いじめ防止の取り組みを進める。
　会合には小中学校の教員ら１４委員が出席。「いじめられる子を守る方針は当然だが、いじめる子や傍観する子への対策をもっと盛り込むべきだ」「いじめの解決のためには保護者に情報を正しく伝えることも重要」などの意見が出た。

http://www.topics.or.jp/localNews/news/2013/12/2013_13879481272526.html
＊読売新聞
・検察から児相へ情報伝達可能・・・法務省見解（12月9日）
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和歌山市での男児虐待死事件に絡み、児童虐待の容疑で逮捕された人物が不起訴（起訴猶予）となった場合の児童相談所（児相）と検察側の連携について、法務省刑事局は読売新聞の取材に「被害者等通知制度を使えば、検察から児相に情報伝達は可能」との見解を示した。

　同制度を児童虐待に適用する考えを明らかにするのは初めてという。だが、専門家は、処分を決めた検察側こそが、主体的に福祉機関と連携して子供を守る環境を整備する必要性があると指摘している。

　児相と検察との連携の問題は、長男EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(せり),星涼)ちゃん（今年７月に２歳で死亡）への傷害致死罪で先月１２日に起訴された同市の原和輝被告（２６）が２年前、星涼ちゃんに対する別の二つの傷害容疑で逮捕、再逮捕され、和歌山地検がいずれも起訴猶予としたことに起因する。起訴猶予は「罪を犯した事実は認定できるが、起訴するほどの悪質性がない」などの場合の処分だ。

　当時について、児相（和歌山県子ども・女性・障害者相談センター）の永井真理子次長（５９）は今回の事件後、取材に「被告は起訴猶予を『潔白』ととらえていた。地検から処分理由や捜査内容は教えてもらえないとの認識だったので、当時は求めなかったが、知ることができれば、虐待を認識させる積極的な働きかけができたと思う」と説明。保護していた星涼ちゃんを帰宅させた判断が結果的に誤りで、死を招いたと悔いた。

　こうした経過に関し、読売新聞が同局に対応を尋ねたところ、同局は「児相を被害者等通知制度の対象となる『被害者等』に含まれると考えることは可能で、各地検の判断で捜査情報は伝えられる」と柔軟な運用が可能との意向を示した。

　ただ、こうした見解は周知されているわけではないため、現場の検察官らとは温度差があるのが実情だ。

　原被告の起訴時、刑事訴訟法との関係で「詳細な説明は難しい」とした和歌山地検の金木秀文次席検事は先月１９日、県や児相関係者に対し、処分理由や捜査情報の提供に前向きな姿勢に転じたが、具体的には個別ケースごとの協議が必要とし、実際にどの程度開示されるかは不透明だ。

　また、ある検察関係者も「情報が漏れる不安があり、開示の基準が明確でなければ現場は混乱する」と積極開示に戸惑いを見せる。

　一方、検察側との連携については、和歌山県以外の複数の児相の関係者も「検察から情報は得られない」との認識を示し、ルール化による改善を望む声が多い。法務省「検察の在り方検討会議」元委員で元東京高検検事の郷原信郎弁護士は「不起訴の中でも起訴猶予は、検察が『再犯の恐れなし』と判断した処分。そうであるからこそ、検察には子供を守るために児相との連携という環境を整える責任があるはずだ」と話している。

被害者等通知制度　検察官が、希望した犯罪被害者や事件の目撃者らに、事件の刑事処分や裁判の結果などを通知する制度で、１９９９年４月に始まった。被害者とその親族、それに準じる人には、不起訴の理由も伝えることができる。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20131209-OYT8T00712.htm
・小中高で19万8千件のいじめ把握・・・過去最多（12月11日）
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文部科学省は１０日、全国の国公私立小中高校など３万８８４６校が２０１２年度に把握したいじめの件数が１９万８１０８件と、前年度（７万２３１件）の３倍近くに上り、１９８５年度の調査開始以来、過去最多になったと発表した。

　同省は「大津市のいじめ自殺問題などで意識が高まり、積極的な把握が進んだため」とみている。

　調査は都道府県教委などを通じて実施。児童生徒１人に対するいじめが複数回あっても１件と数えた。

　小学校が１１万７３８３件、中学校が６万３６３４件、高校が１万６２７４件で、いずれも前年度より増えていた。約６割の学校でいじめが確認された。

　いじめの内容は、複数回答で「冷やかしやからかい」が１２万７３０５件と最多。「危険なことをされたり、させられたりする」も１万７２４９件。「パソコンや携帯電話などでの中傷」も７８５５件あった。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20131211-OYT8T00843.htm
・わいせつ行為が最多・・・昨年度懲戒免職の公立教員（12月18日）

昨年度に懲戒免職になった全国の公立校教員は２０７人で、１９６１年度の調査開始以来最多だったことが１７日、文部科学省のまとめで分かった。

　訓告なども含む処分は１万８２７人で、前年度の２・５倍に増えた。このうち、体罰で処分を受けた教員は２２５３人で、前年度より１８４９人増えた。

　同省によると、免職、停職、減給、戒告を含めた懲戒処分は９６８人（前年度８６０人）。免職は前年度より２６人の増加。理由別で最も多かったのは、わいせつ行為の１１９人（同１０１人）。このほか、交通事故４６人（同４２人）、体罰３人（同０人）など。

　体罰では、男子生徒が自殺した大阪市立桜宮高校で暴力行為を繰り返したバスケットボール部顧問の男性教員や、女子柔道部員に体罰を何度も加えた宮崎県の高校教員、特別支援学級の児童に体罰や嫌がらせを行った神戸市の小学校教員が免職。さらに、１７３人が停職、減給、戒告の懲戒処分を受けた。

http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20131218-OYT8T00578.htm
・体罰防止「コーチング」脚光（12月22日）
　大阪市立EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(さくらのみや),桜宮)高校（大阪市都島区）で、顧問から体罰を受けた２年男子生徒（当時１７歳）が自殺し、２３日で１年。

　バスケットボール部の強豪校で発覚した問題は、同時期に柔道の全日本女子監督による暴力行為が明るみに出たこともあり、スポーツ指導のあり方を問い直す大きな契機となった。体罰防止には何が有効なのか。スポーツ指導者を養成する現場では、「コーチング」と呼ばれる理論が注目されている。

　「相手は自分とは違う人間。自分の感覚を押しつけてはいけない」。日本体育大学（東京都世田谷区）の教室で今月１６日、伊藤雅充准教授（４２）が学生に語りかけた。２０１１年度に新設された大学院の「コーチング学系」の講義。３０人弱の大学院生が所属し、効果的なスポーツの指導法を学んでいる。

　コーチングは、選手の自主性を尊重し、対話しながら目標達成へと導く手法。「選手に何を身につけさせるか」を重視した従来の指導法では、一方的な知識や技術の教え込みになりがちで、ときに体罰を招いてしまう。「何を」ではなく、「どのように」教えるかに力点を置くコーチングの考え方が、体罰防止につながると期待されている。

　学生たちはこの日、地域のスポーツクラブで実際にテニスを指導した際のビデオを見ながら、声のかけ方など問題点を考え合った。「『フォームが窮屈そう』って声を掛けていたけど、言われた選手自身はそう思っていないはず。もっと選手の感覚を大切にして」。伊藤准教授は、選手の立場に立って考えるコーチングの基本姿勢を強調した。

　「コーチング」は、選手に知識や技術を教え込む「ティーチング」と対比される。「自ら問題を見つけ、コートの中で課題解決できるのが優秀な選手。そうでなければ、コーチに一つ一つ指示されないと動けない選手になってしまう」と伊藤准教授。自身の講義も一方的な説明をできるだけさけ、学生同士の議論を中心に進める。

　小学生の頃からテニスを続け、指導者を目指している大学院２年前田朋彦さん（２４）は「自分自身も、一つ一つのプレーの狙いを自分で考えるようになってから、競技の面白さを再認識した経験がある」と、深くうなずいていた。

　筑波大学（茨城県）は０６年度に、大学院に国内で唯一、この分野の博士号が取得できる「コーチング学専攻」を設置。びわこ成蹊スポーツ大（滋賀県）は０３年度、法政大（東京都）も０９年度から体育系学部にコースを設けるなど、専攻や学部内のコースの名称に「コーチング」を冠する例が広がり始めている。

　１０年に発足した日本コーチング学会の学会長を務める朝岡正雄・環太平洋大体育学部長は「『上達しないのは、選手側に問題があるから』と考える指導者の甘えが体罰を招いてきた」と指摘した上で、「技術面だけではなく、選手の力を引き出す指導理論とプロ意識を備えた指導者を養成していくことが、スポーツ界からの体罰根絶につながる」と話す。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20131222-OYT8T00445.htm
・SNS中傷に危機感、悩む教師・・・山形の中学ルポ（12月27日）

山形県内で昨年度、児童・生徒間の暴力行為やいじめの件数が増加した。

　様々な問題に向き合う学校現場では、教師たちが懸命に指導を続けている。今月中旬、村山地方の中学校を訪れた。

　午後０時半過ぎ。教室では生徒が机をくっつけて給食を食べていた。時折、笑い声が聞こえる明るい雰囲気。案内してくれた５０歳代の男性教頭は「以前は廊下を自転車が走り回ったり、ガラスが割られたりする学校もあったが、そういう話もほとんど聞かなくなった」と振り返る。

　最近増えているのが、学校にうまくなじめず、授業に出られない生徒。生徒指導を担当する４０歳代の男性教諭は「以前と比べて、コミュニケーションを取ることが苦手な生徒が多くなったと感じる」と話す。

　「問題が見えないからこそ大変だ」。携帯電話のメールをはじめ、簡易投稿サイト「ツイッター」などのソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）を通じて行われるいじめや中傷。３０歳代前半の男性教諭は「周りの生徒から情報を聞き、発覚することが多い」と危機感を覚える。

　指導を巡る悩みも尽きない。ベテラン教諭の１人は「体罰は絶対にいけないが、時には厳しい態度で指導しなければならない。ただ、体罰や暴言だと指摘されるのを恐れ、萎縮している教員もいる。生徒に何が問題なのかを理解させるベストな指導とは何なのか。日々考えながらやっている」と打ち明ける。

　この学校では、いじめなどが見つかった場合、１人の教師に対応を任せないと決めている。教頭は「担任任せにしてしまうのが一番ダメ。教育現場が抱える問題は以前と大きく異なり、指導方法も変革を迫られている。学校がチームとなり、問題解決に取り組むことが大事だ」と力を込めた。（駒崎雄大）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20131227-OYT8T00514.htm
・5校が体罰を報告せず・・・大阪市教委が処分検討（12月28日）

大阪市教委は２７日、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(しりつ),市立)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(さくらのみや),桜宮)高校の体罰自殺問題発覚後に市民らから寄せられた情報に基づいて外部監察チームが調査した結果、２４校の教員計４３人による体罰がわかったと発表した。このうち５校の１４人については、各校長が市教委に報告していなかったことも判明し、市教委が教員と校長の処分を検討する。

　市は２月中旬から３月末まで、市立小中高校などでの体罰に関する情報を広く受け付ける通報窓口を設置。寄せられた９２件を弁護士らでつくるチームが調査し、生活指導や部活動などで２４校４３人の体罰があったと結論づけた。市教委は昨年度分について軽微な事案でも校長に報告を求めていたが、５校では喫煙した生徒への平手打ちや、授業に集中していない生徒の頭を出席簿でたたくなどした教員１４人がいたのに、体罰としての報告がなかった。

　市教委に報告しなかった校長の１人はチームの聞き取りに対し、「教員５人から体罰の申告を受けたが、保護者に連絡しているので、ゼロにしようと考えた」と述べたという。

　チームは「けががなかったり、保護者からクレームがなかったりした場合、管理職は体罰を顕在化させない傾向がある」と指摘。さらに、教員たちがチームの調査に対し、「体罰ができないと、荒れた学校をどうやって立て直していくのか、わからない」「たたくのはいけないと思っているが、たたいてでも（子どもに）わからせたいという気持ちだった」などと語ったといい、「教員らの認識の甘さが、体罰が根絶されない一因」とした。

　市教委は「学校現場の認識が甘い」として、指導を徹底する方針。

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20131228-OYO1T00177.htm
＊産経新聞
・「いじめ」の判断、各県ばらつく　専門家「軽微でも放置すれば重大に」（12月10日）

　文部科学省が１０日発表した小・中・高校と特別支援学校の問題行動調査では、都道府県によっていじめの認識が大きく異なる実態が改めて浮き彫りになった。軽微な事案をいじめに含めるかどうかで各県の判断は分かれており、文科省では「認識にばらつきが出ないよう、調査方法のあり方を検討したい」としている。

　平成２４年度の調査結果によると、１千人あたりのいじめの認知件数は全国平均１４・３人で、前年度（５・０人）の約３倍。最大は鹿児島の１６６・１人で、最少の佐賀（２・０人）の８０倍以上に上った。

　鹿児島では、大津市の中２自殺事件を受けて昨年実施された２４年度上半期（４～９月）の緊急調査を機にアンケートの内容を改め、いじめの具体例を並べてチェックさせるなど回答しやすくした。これが認知件数の大幅増につながったとみられ、同県教委の担当者は「いじめの早期発見こそ良い学校の証しと考え、児童生徒が軽微な事案でも訴えやすい環境をつくっている」と話す。

　一方、佐賀では「いじめかどうかは、教師が責任をもって判断すべきだ」（県教委学校教育課）という立場だ。今回調査の認知件数は２０７件と全国最少だが、前年より３倍も増えており、「児童生徒には毎月１回、生活アンケートという形で心の悩みなどを聞いている。何でもいじめに含めてしまえば、深刻ないじめに重点的に対処できなくなる恐れもある」（同）。

　関東各県でもばらつきがみられた。１９年に県内の小中学生を集めて「いじめサミット」を開催したことのある千葉では、子供目線でいじめを認知しており、１千人あたりの件数は３２・２件に上った。これに対し埼玉は４・５件で、県教委生徒指導課では「一つ一つの事案にきめ細かく対応しており、いじめなどの解消率では全国平均を大きく上回っている」と強調する。
　各県の認知件数に大きなばらつきがあることについて、国立教育政策研究所の滝充（たき・みつる）総括研究官は「どの学校、どのクラスでも何らかの問題を抱えており、１千人あたり１６６件と回答した鹿児島の数字が実態に近いのではないか。いじめの大多数はささいなことだが、放置すれば重大な問題につながりかねない。軽微ないじめこそ積極的に認知し、解消率を高めていくべきだ」と話している。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/131210/edc13121021310003-n1.htm
・いじめ「ヒヤリ・ハット事例」伝えるルート必要　千葉大・藤川大祐教授（12月10日）
　■「いじめで子どもが壊れる前に」などの著書がある藤川大祐・千葉大教授の話　いじめへの対応で重要なのは、いじめの可能性がある状況を把握し、それに対処することであり、認知件数をカウントして済む話ではない。各地で結果にばらつきがあるのは、いじめか否かが判然としない状況が多いので、学校により多めに数えたり、少なめに数えたりするからだ。

　今後は、いじめ防止対策推進法が義務づけている「いじめ防止基本方針」に基づいて各校で行われる調査をベースに、児童生徒や保護者から学校に寄せられた相談件数などを数えるようにすれば、比較可能な調査となり、いじめ防止対策を評価する材料にもなる。

　深刻ないじめの背景には、相対的に軽微ないじめが多くあり、その背後に、いじめと呼べるかどうかが判然としない事例や、結果的にいじめでなくても関連が懸念される「ヒヤリ・ハット事例」（ヒヤリとしたり、ハッとしたりするケース）がさらに多くある。

　保護者や地域住民が見かけたヒヤリ・ハット事例を学校に伝えるルートを確立し、いじめにつながる可能性を減らしていくことが求められる。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/131210/edc13121022430008-n1.htm
・学校のいじめ過去最多２０万件　児童にストレス、被災３県急増（12月10日）
　平成２４年度に全国の小・中・高校と特別支援学校で認知されたいじめの件数は１９万８１０８件で、前年度の２・８倍に上り過去最高だったことが、１０日発表された文部科学省の問題行動調査で分かった。とくに、東日本大震災で被害の大きかった岩手、宮城、福島の被災３県では前年の４～６倍になり、児童生徒のストレスが依然として高い実態がうかがえた。

　調査結果によると、２４年度のいじめ認知件数は小学校で１１万７３８３件（前年度３万３１２４人）▽中学校６万３６３４人（同３万７４９人）▽高校１万６２７４人（同６０２０件）－で、小学校では４倍近くも増加した。

　平成２３年１０月に起きた大津市の中２男子自殺事件により、学校や保護者の問題意識が高まったことから、潜在的ないじめが掘り起こされたとみられる。一方、「これまでの認知に不十分な点があった」（文科省児童生徒課）ことも否めず、文科省では各教育委員会に対し、早期発見に一層努めるよう求めている。

　具体的な内容では、複数回答で「冷やかしやからかい」が６割以上、「無視や仲間はずれ」が２割前後を占める一方、「金品を盗んだりする」「恥ずかしいことや危険なことをさせられる」など重い事例もそれぞれ１割前後あった。
　被災３県では岩手のいじめ認知件数が前年度の６・９倍、宮城が６・２倍、福島が４・３倍といずれも全国平均（２・８倍）より高く、文科省では「震災と直接の因果関係があるかは不明だが、児童生徒のストレスが高いのは事実」としている。

　いじめの認知件数をめぐっては、いじめ自殺が社会問題化するたびに急増し、その後減少していく傾向が繰り返されており、継続的な取り組みが求められる。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/131210/edc13121021190002-n1.htm
・「子供の幸福度」日本６位　「教育」は１位　ユニセフ初のランク、アジアで唯一（12月25日）
日本の子供の「幸福度」は先進３１カ国中６位であることが２５日、国連児童基金（ユニセフ）と国立社会保障・人口問題研究所の調査で分かった。これまでは比較データが足りなかったが、今回初めて順位が付いた。３１カ国は欧州と北米諸国で、アジアで順位が付いたのは日本だけ。
　調査は、子供の健康や住環境、豊かさなどさまざまな指標を各国で比較。このうち「教育」と「日常生活上のリスク」の２分野で日本は１位だった。

　教育では、高等教育の就学率が８８・６％（１０位）と高く、ニート率が４・１％（１０位）と低いことに加え、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が実施した「学習到達度調査」（ＰＩＳＡ）の平均点がフィンランドに次いで２位だったことが大きかった。

　日常生活上のリスクでは、肥満児や週１回以上飲酒している子供がもっとも少なく、毎日朝食をとる子供がもっとも多かったことが評価された。いじめを経験した子供の割合は２７・４％で１２番目に低かった。

　一方で、標準的な所得の半分以下の家庭で暮らす子供の割合を示す「貧困率」は１４・９％で、ワースト１０位だった。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/131225/trd13122508480001-n1.htm
・増加する強姦、強制わいせつ…壮絶被害に遭った読者から届いた悲痛な叫び（12月28日）

読者から届いた性暴力の苦しみを訴えるメール

　「魂の殺人」といわれる性犯罪（性暴力）。大阪では近年、強制わいせつや強姦の被害が増加し、インターネットでは事件を下品な言葉でちゃかす人が増殖している。そんな現実に対する怒りから今年、紙面で展開したのが「ＳＴＯＰ！性犯罪」企画だった。反響は大きく、全国から多くのメールが寄せられた。

　関東地方で音楽活動をする３０代の女性はプロデューサーが加害者。睡眠薬のようなものを飲まされ、襲われた。「相手が知人だから『ただのセックスにすぎないのかもしれない』と、自分を必死に納得させようとした」という。だが１人で抱え込めば抱え込むほど、心の傷は深く裂けていった。

　「被害後は命の誕生すら性欲や暴力の結果にしか思えなくなり、自分が生まれてきたこと自体を否定してしまった」と振り返る。

　府内の４０代の女性は、１１歳の時から実父の性虐待を受けていた。心を病み、左手首にはいくつものリストカットの痕が生々しく残っているという。被害に遭っている間、父が呼び続けた自分の名前が忌まわしくて、改名もした。

　「よそのお嬢さんにちょっとでも触れれば犯罪なのに実の娘ならいい、なんてないですよね？　父がしたことは性犯罪と呼んでいいんですよね？」。女性は今回の企画を読み、ようやく「自分が受けていた被害は犯罪だった」と気持ちを整理できたという。
　あらゆる性暴力が性犯罪であることに間違いはない。ただ、現行法では知人からの被害や幼少時の性虐待を立件するのは難しい。

　その理由の一つは、強制わいせつや強姦罪の「暴行または脅迫を用いて」という要件を必要以上に厳格に適用しがちだということ。加害者が上司や肉親など「知っている人」だった場合、脅迫や殴るなどをしなくとも、恐怖心や混乱から抵抗できなくなる。結果、加害者が「合意があった」と言い張り、その主張が認められるケースが多いのだ。

　もう一つ、性虐待では、１０年という強姦罪の公訴時効が壁となる。幼い被害者が、たった１０年で加害者を訴える知識と行動力を身につけられるものだろうか。

加害者は罪に問われず、被害者だけが苦しみ続ける。そんな不条理がまかり通っているのが現実だ。だが、最近では被害を乗り越えて前向きに人生を歩もうとする「サバイバー」と呼ばれる人の存在が増え、専門機関の拡充や子供への性教育を訴える活動も始まっている。「性犯罪を許さない」という社会の意識は、たしかに高まっている。（田中佐和）
　■【性犯罪の現状】犯罪白書によると、平成２４年の全国の強姦認知件数は１２４０件（前年比５５件増）で９年ぶりに増加。強制わいせつ認知件数も増加傾向にあり、同年は７２６３件（前年比３９３件増）だった。とりわけ大阪は多く、今年は１１月末現在、強制わいせつ認知件数は１２５２件（前年同期比７５件増）で、４年連続で全国最悪となる見込み。強姦認知件数も１７７件（同３３件増）で、月に１５件以上発生していることになる。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131228/waf13122812000014-n1.htm
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